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2 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

 1年内       21,600円

 1年超　　  3,600円

　計　　　   25,200円

3 その他

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金の取崩し

退職給付引当金 50,500,999円は、当年度において、退職手当の支給及び過年度に企業会計に属した一般会計所属職員の退職手当

負担金のため、取り崩した。

イ 賞与引当金の取崩し

賞与引当金 4,234,000円は、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれら手当に係る法定福利費の支出をするため、取り崩した。

(2) 決算額の表記について

資本的支出の予算執行の一部について、受託工事費とすべきところ、予算科目を誤って土地造成費として執行しており、誤りが判明

した時点において、予算補正等の可能時期及び決算の調製期限を経過し、修正ができないため、次のとおりとなっている。

ア 第1款資本的支出 第1項土地造成費

決算額は、1,180,496,977円を計上しているが、正しくは 1,165,752,095円である。

イ 第1款資本的支出 第2項受託工事費

決算額は、100,017,000円を計上しているが、正しくは 114,761,882円である。


